
令和７年１１月吉日 

 

地域ケア会議助言者の皆さま 

 

一般社団法人山形県薬剤師会 

会 長  岡嵜 千賀子 

 

令和７年度自立支援型地域ケア会議助言者資質向上研修会の開催について 

(令和７年度山形県地域包括ケアシステム構築推進事業) 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、下記の要領にて地域ケア会議助言者資質向上研修会を開催いたします。 

「自分の助言が役立っているのかわからない」という声をいただくこともあるため、良い助

言だった例を交えながら、薬剤師の助言に求めること・期待することをご講演いただきます。  

自立支援型地域ケア会議は、地域課題の解決につながる助言も求められる場となっており、

各地区での地域資源となる活動につながる内容も増えてきています。 

本事業で、助言者として活躍される方も年々増えており、各市町村からも助言が役立ってい

るという声を多数いただいております。次のケア会議から活かせる内容も学べる機会となりま

すので、お忙しい中とは存じますが、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 

  

日  時： 令和 ７年 １２月 ７日（日） 13：30 ～ 16：00 

会  場： オンライン研修会（Zoomウェビナー） 

 対 象 者： 地域ケア会議現助言者、新規助言者育成研修参加者 

 会  費： 無 料 

 研修内容： 【講演】「地域ケア会議とは」 

「よりケア会議にするために」 

           「ケア会議で薬剤師に求めること」 

 参加申込：こちらの QRコード/URLからお願いいたします 

     （申込締め切りは令和 7年１１月２８日（月）17時までとなります） 

 

ＵＲＬ https://forms.gle/DpPDSx3ieTBLUDYaA 

  

 そ の 他：プログラム・受講の流れ等詳細については県薬ホームページにてご確認ください。 

      助言者となることを希望される方は、フローチャートをご確認ください。 

      遅刻された場合は、欠席とみなされる場合がございますのでご注意ください。 

      現助言者で欠席した場合、後日課題の提出をしていただきます。 

      連続して研修会を欠席している場合、助言者登録を抹消する場合があります。 

お問い合わせ先 

担当：地域医療委員会 常任委員 笹原 朋子 

 ＴＥＬ：０２３－６２２－３４８４ 



令和７年度 自立支援型地域ケア会議助言者資質向上研修会 

 

プログラム 
 

日時：令和７年１２月７日（日）13：30～16：00 

会場：オンライン研修会（Zoomウェビナー）  

司会進行：地域ケア会議チーム 

 

 

1 開会挨拶                   地域医療委員会 笹原 朋子 

 

2 会長挨拶  13：30 ～ 13：35       山形県薬剤師会 会長 岡嵜 千賀子     

 

 

3 【講演】「地域ケア会議とは」 13：35～14：00 

   山形県健康福祉部高齢者支援課 地域包括ケア推進担当 主査 池田 祥 様 

 

4 【講演】「より良いケア会議にするために」 14：00～14：25 

  一般社団法人山形県言語聴覚士会 会長 荒井 晋一 様 

 

5 【講演】「ケア会議で薬剤師に求めること」 14：25～14：55 

  長井市地域包括支援センター 生活支援コーディネーター 布施 京子 様 

 

～ 休憩 ～ 

 

6 【講演】「ケア会議で薬剤師に求めること」 15：00～16：00    

   株式会社日本能率協会総合研究所 

福祉・医療・労働政策研究部主幹研究員 服部 真治 様 

 

7 閉会挨拶                                   地域医療委員会 委員長 星 利佳 

 

 

 

 



ケア会議新規助言者登録

新規助言者育成研修会への
参加

年１回開催※１

指定されたケア会議※２の見学
＋

見学レポート提出※１

県薬剤師会担当委員会による
レポート内容の

確認・フィードバック

次年度からの助言者登録※３

※１ 新規助言者研修会への参加と、指定されたケア会議の見学＋レポート
提出は、複数年にまたがることも可

※２ リーディングアドバイザー（他の模範となる助言をする立場の助言
者）による現地支援のケア会議を見学。日程・場所の確認と見学申し
込み（希望日の1か月前まで）は山形県薬剤師会事務局へ問合せ

※３ 翌年度の助言者調整は、毎年１月に開始のため、前年12月までに研修
会参加とレポート提出を修了した者を対象とする

※４ ケア会議への参加は、自治体からの希望を優先し、原則としてその地
域の現状に詳しい者（半年以上の勤務実績、居住地である）とする。
また、年度によって開催数も変動するため、登録しても必ず参加でき
るとは限らないことを了承されたい

※５ 次年度から新規助言者としてケア会議に参加する場合は、登録前年度
から現助言者必修の『自立支援型地域ケア会議助言者資質向上研修』
にも参加する

（次年度から参加する場合）
現助言者向けの

資質向上研修への参加※５

自立支援型地域ケア会議参加※４

県薬担当者実施項目

新規助言者実施項目


	スライド 1: ケア会議新規助言者登録

